
対象者 組合員及び被扶養者

提出書類

請求書等は、当組合ホームページからダウンロードできます。
●禁煙外来助成金請求書
　受診日、支払額等を記入してください。
●禁煙成功証明書
　家族や職場の同僚の方から治療開始から6か月間禁煙が継続していることの証明を受けてください。
●領収書及び診療明細書（原本）
　医療機関発行の禁煙外来を受診したことが明記されたもの。

　喫煙は様々な病気の要因となるた
め、禁煙することにより健康寿命を延
ばすことに繋がります。ご自身のため
だけでなく、ご家族など大切な人のた
めにも禁煙外来を受診しましょう。

　整骨院・接骨院の施術を受ける際にマイナ保険証等（※）が使用できるのは、以下の場合に限られてい
ます。施術を受ける前に正しいかかり方を確認し、適正な受診をお願いします。

禁煙
成功!初診

2週間後 4週間後 8週間後 12週間後

通院2回目 通院3回目 通院4回目 通院5回目（最終）頑張るぞ!

医療機関で禁煙外来を受診し禁煙に成功した方

成功したら
全額助成！ 禁煙に挑戦してみませんか？

施設名 住　所 休館期間 種類
東京グリーンパレス 東京都千代田区二番町2 令和8年4月1日～令和8年12月（予定） 協定

うしお荘 山形県鶴岡市湯野浜1-11-23 令和8年1月19日～令和8年2月6日（予定） 協定

宿 泊 施 設 情 報
●休館のお知らせ

整骨院・接骨院を正しく受診しましょう

※マイナ保険証等とは、「マイナ保険証」「資格確認書」「組合員証」「組合員被扶養者証」をいいます。

　医療費適正化対策として、当組合（委託先：オークス）から施術内容や負傷原因について文書などで照会
を行う場合があります。該当となったときは、回答のご協力をお願いします。

・外傷性の明らかな打撲　・捻挫　・肉離れ　・骨折　・脱臼
（骨折、脱臼については、応急処置以外の場合、医師の同意が必要となります）

・負傷した原因は正確に伝えてください
・受け取った領収書は、大切に保管してください
・施術が長引く場合は一度医師の診断を受けてください
・「療養費支給申請書」は記載内容をよく確認してから署名してください

・日常生活による疲労や肩こり
・症状の改善の見られない長期の施術
・病気（神経痛・リウマチ・五十肩など）からくる痛み、こり

整骨院・接骨院に
かかる際のポイント

このような場合はマイナ保険証等を
使用できませんのでご注意ください。

マイナ保険証等が使用できる場合

保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは06 共済だより 2025.11 No.361




